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主 張
談合と癒着の体質を絶とう

事務局長 川 口 洋一

この２月に平成１８年度の包括外部監査報

舎書が監査人の守屋俊晴公認会計士から市に

提出 さ れた。 １８ 年度 の 監査対 象 には、 経済

局と健 康福 祉局が取り上 げられた。 経済局 に

関 して は、 経済局本体と 特別 会計の 「競 輪事

業」 と 『中央卸売市場事業」 そして出資法人

の 「財団法人川崎市産業振興財団」「川崎地

下街株式会杜」「川崎冷蔵株式会杜」 が監査

対象とされた。 健康福祉局では ｒ生活保護事

業」 が 監査対象とされた。

監査 項日は多岐 にわたっているが、 そ の中

から業務委託の入 札について注目 して みる。

業務委託の入札につ いては、 経済局の 「緑化

センタ ー」 と 「フルーツパーク」 の 農場作業

管理業務委託そして ｒ中央卸売市場北部市場」

の設備保守管理 業務、 保安讐備業務、 植 栽地

管理業務さらに ｒ競輪事業の一部委託」 と

「川崎市産業振興会館」「新産業創造センタ｝」

の ビル管理業務について検討を行っている。

１． 「録化セ ンタ ー」『フ ルーツ パーク」

と 「中央卸売市撮北部市端』

「緑化セ ンター」 「フルーツパーク」 と ｒ中

央卸売市場北部市場」 の委託事業については
一部の新聞 で報道されたが、 報告 書に記載さ

れた表を見なが ら少 し詳 しく見ていきた い。

これらの事業の業務委託律、 指名競争入札

によって 業者 の選定が行われ ているが、 落札

結果はそれぞれの事業について特定の一杜に

限定されて いる。 その一杜を 除いた多く の業

者が予定価格以上の札を入れているので、 落

札 率 （＝落札価 格／予 定価格） は９９％～ １ＯＯ

％ で、 例 外 的 に ９５ ％ 台 が あ る。

さすがに外部監査人もこの談合状況に対し

て、
「落札 率は毎年９５％以 上で、 競争入札 を

実施する意味をなさず、 必ずしも遠明性の強

い、 かっ、 公正な競争が実施 されていると は

言えないも のと判断され る。 よって、 競 争入

札の本来の 日的が果たさ れるように、 一 般競

争入札を採用するなど、 選定方法を改善され

たい」 と意見 を述べてい る。

これに 対 して、 指 摘を受 けた側 は、
「ぎり

ぎり の積算を しているの で、 これ以上安く す

る のは難 しい のでは ない かｊ （フル ーツパ ー

ク）、
「高い価格で応札 した業者に代え、 新た

な業者 を入れるな どした が、 技術に精通 して

いる ためか、 （同 じ） 業者 が落札 して しま う」

（北部市場） などと説明。
「入札業者の人数を

増や すな どして・ 改善を図っていきた い」 と

して いる。 （神奈川 新聞Ｏ了年１月 ３１ 日）

２、 競犠事実

競輪事業でも①車検、 審判等の競輪実施に

伴う業務と②広告宣伝業務を委託している。

平成 １７年度、 実施業務 は４ 億１８９３ 万円 （売

上高 割の委託料）、 広告萱伝業務委 託料は、 ３

億 ６５９４ 万円で あった。 これ ら２つ の全く 佐

質の異なる業務を、 競輪の実施事務を取り扱

うことのできるｒ南関東白転車協議会」に一括

して 業務委 託している。

監査 人の意 見は、
ｒ異なる 業務 を一括 して

委託すること は、 業者選定上、 容易 である・か

もしれ巷いが、 特 定化・既得権化 する危険性

が高 い。，
「競 輪の案 施 事務」 を委託 しな けれ

ぼならないｒ南関東自 転車協議会」に広告・宣

伝業務も委託すれば、 癒着的委託であるとみ

なされるリスクが ある。 広告・ 宣伝業務 は特

段の専門性が要求されると認められ ないので、



かわさき市 民オンブ ズマ ン会報 （隔月発 行） 第５８号 ２００７年４月２目 発 行

競争性を導入した入札が実施され、 競争入札

の本来の日的が果たされるよう選定方法を改

善された い」 と述べ ている。

３． 川崎市産 実量興 財団

川崎市産業振興財団は産業振興会館およぴ

新産業創造センターのビル管理業務を委託し

ている。 委託業者の還定ば膚名 競争入札によっ

ているが、 一般競争入札でなく指名競争入札

が選択された理由および指名業者還択理由が

明 らかにされてい ない。 そ して、 この場合も

それぞれに特定の業者が毎年落札 して いる。

さ らに、 産 業振 興財団 は平成 １８ 年度 からこ
．

れら施設の指定管理者に選定されている。 管

理業 務の 多く を再委 託 して いる 状況 をみて、

監査人 は業務委託契約の 改善を提言 している。

これ は産業振興財団の間 題というよりは、 指

定管 理者を選任す る市の間題である。

４ 談合・竈着 の原因

こ れま で見てきた ように業務委託契約 では、

特定の業者が１００％近い落札率で継続して契

約 している。 形式的 には指名 競争入札 を行っ

ているが、 これでは随意契約と変わらない。

その理由 は、 委 託する側にも受託す る側に

もメ リッ トが大き いことにある。 業務委 託で

は、 多く の場合毎 年同じ時期に同 じ仕 事を繰

り返 して行って いる。 業務を委託す る方から

すれば、 毎年業者が異なればそのっど指示や

仕上がり具合 の確 認を行う必要が ある。 毎年

業者が同 じならば、 その業務につ いて は業者

も精通 してく るので、 細 かな指示 や確認の必

要がなく なる。 委託する側 の人間 は人事異動

をするの で、 委託する側より受託 する側のほ

うが業務 に精通しているというこ とも起こり、

業者に任せておけぱ安心というおかしなこと

も 起 こ り う る。

受託 する側は、 安定的 に仕事を得られるこ

とで仕事の段取りカ 湘 プやすくなる。一スケジュー

ル調整が早めにできるのでより多くの仕事を

並行 して流すことが でき る。 さらに特 定作業

に必要な工具や用具も何年も使いまわすこと

ができるな どメ リ ットは大き い。

この ように考えると 業務 委託のほ うが、 建

設工事や土木工事より以上に談合や癒着 （官

製破合） の発 生する可 能性が高く なる。 業務

委託の入札縞果について監視を強めていく必

要がある。 幸い川崎市の入札結果は業務委託

も含めてホー ムペー ジで公開されているので、

情報 を入手す るこ とは容 易 である。 しか し、

膨大なデータの分析には多くの人手が必要で

ある。 ぜひ多く の人がこの間題 に関心を持っ

て、 データ の分析に参加する こと を望む。

ちなみに１８年度の業務委託の入札結果を

件名 （落札金額） 落札率の順に示すと、 浮島

建設事務所清掃業務 （６，２６０，㎝ 円） ９８．９％、

教 育 文 化 会 館 清 掃 業 務 （２０
，
７６６，０００ 円） ９９．

０ ％、 本 庁 舎 清 掃 業 務 （２０，４００，ＯＯＯ 円） ９８．９

％ と９５ ％以 上の落 札結果 が ごろ ごろ して い

る
。

標化センターの農場 作実警建真務曇腸隼度別 比静菱

北部市場の保安讐構素務曇証年度別比戦表
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北 部市 場 の 構城 地 電 建実 務 曇訴 年 度 別比 軽 裏
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政務調査費改革の方向

佐々木玲吉

かわ さき 市 民オ ンプ ズマ ンは 結成 以 来１０

年 になりま すが、 数年 前より議員政務調 査費

は間題 ありと して話題 に上っていま した。 し

かし品川 区民オ ンブズマ ン、 目黒区民 オンブ

ズマン諸 氏の 弛ま ぬ奮聞 により、 最 近新 聞、

ＴＶ等にその乱脈振りが報道されるようになっ

て き ま し た。

日く

白紙領収書で政務詞査費

政詞費で家族旅行

胸元をあらわにした女性が表紙の官能小説

代

市議団、 長崎視察中に埼玉で昼食！？

市内 視察費 年３３６０ 万円 （休日 を除き一 日

当た り１Ｏ数万 円） 等 々数 え切 れない程 の

あきれた記事、 数字もでてきます。 中には選

挙費用 と思われる使途もあります。

そ れ こ そ “
ほ っ と け な い

”
で す。

とこ ろで 捌１１、 日黒区民オ ンブズマ ン諸氏
’
が政務詞査費使用領収書を閲覧出来てわれわ

れ川崎市民が川崎市議会議員の政調費領収書

を、 共 産党、 ネ ッ ト、 猪股議員等自 ら公調す

る会派を除いて閲覧出来ないのは何故なのか？

（神奈川 県議会、 横浜市議会も同じ） 長い問

疑問に 思って いま したが、 品川 区民オンブズ

マ ンの会、 困出事務局長に間 い合 わせて、 は

じめてその 実態が判明 しま した。 そ れは各自

治体の条例 によってその管理が異 なっ ている

の で す
。

川崎市の場合 ｒ経費の支出は各会派の代表

者の決定を経て、 経理責任者 （各会派） が処

理する。」… 条例施行規則 第９条 となって

おり、 これらは各会派の私文 書と いうことに

なり、
一般市民への公開は会派ｇ随意という

こ と に な る の で す。

しかし同 黒区、 品川 区の場合 は、 政調費領

収書は報告書と共に議会事務局が管理保存す

ることと なり、 それら は公 文書というこ とに

なります。 請求があれば一般への公開は即座

になされる のです。 品川 区、 周 黒区そ して越

谷市 の自民党、 公明党の 議員 諸氏、 条例 の作

り方 を失敗 したと今頃悔 やんでいるの で しょ

う
。

川崎市でも領収書がすべて公閉されれば思

うの は私だ けでは ない で しょう。

ところで政務詞査費は平成１２年の地方自

治 法 の’部 改正 によ り、 １３年 ４月 １ 同 より

施行されたものであり、 源資は税金でありま

す。 これらが選挙 で選 ばれた議員により、 上

記のように使われているのですから徹底した

改正 （廃止も視野に入れて） が必要でしょう。

私なり に提 案をしてみま す。

１） 収支報告書にはす ぺての使途に、 たと

え１円 であっ ても領 収証 を添 付する。 １ 件 ５

万円未満は不要などという馬鹿げたことはや

めな さい。 （仮に２０万円 の使途が あっ牟 とす

る。 それを４万円ずつ５ 枚の領収 書にす れば

領収書は不要となるのか！）

１） 使途明細はすべて適正な支出であった

かどうか会 計監査の対象とする。

１） 使途明細書は領収書と共に公文書とし

て議会事務局が管理する二

１） 余りに格差のある都市問の予算額を繕

小さ せる （月 間一人 ６０万円、５０万円等 とい

わ丸 る膨 大な も のは １／１０ 位に 繕小 さ せ る）

等 々 で す。

以上余りにも当然と思われるマナーも守れ

ず、 隠 し続けたり、 腐 敗した意識もな い議員

遵中 （松岡農水相 も含 めて） そ して 政党、 会

派に は選挙で鉄健 を与 えることが必要 です。

それが政務調査費改革、 行政改革の最短の道

なの です。

以下に私が調べた範囲での県下 （県議会も

含む） 主要都市の政務調査費一覧を掲載致し
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県下自治体政務調査費一覧
杯

ます。 県下 す べて の議 会 を集 計

すれ ぱ、 予算規模 で２０億円 は超

える で しょ う。 そ して全 国的 に

はその何１０倍という数字に祖る

の で しょ う し、 そ の 大 半が闇 か

ら闇 に流 れて い ると 見て 間 違い

な い で しょう。 お互 い 監視 の目

を 強 め て い き ま し ょ う
。

最近における政務調査費関係

の新間記事も掲げますが必死に

なって自らの権益を守ろうとす

る彼 らの姿が見て 取れます。

寡同 Ｅヨ

轟■皿■ １４ 版 ２ ◎ ０ ７ 年（平成１９年）１ 月 １ １ ８ 木昭日

織 懸萎撃婁婁鰯襲義 鰍調資

１灘１繊鵜嚢彊
鱗灘鐵灘 灘 灘明書
鵜１鱗 繊１１督・公黙 灘 鱗 糠 機 膿 活・表
暖灘讐鎌考会董煮 鱗 飛 せ

鰯１鰯灘１轟ず

灘
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覇金曙日◎ ７ 年（平成１９年）１員１１ ９ 日
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を
進
め
る
」

「
費
用
弁
優
は

魔
止
す
る
」

の
３
項
目
か
ら

な
つ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
政
童
馬
査
費

「
新
年
度
申
に
案
」

が
欝
馬
し
て
い
る
。

目
悪
区

で
は
額
収
電
の
写
し
添
付
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め

発
覚
し
た
が
、
債
浜
市
議
会

で
は
債
収
書
添
付
が
不
要

で
、

年
間
６
憶
７
２
０
万
円

が
チ
ェ
ッ
ク
が
無
い
ま
ま
支

給
さ
れ
て
い
る
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
浜
と
共

産
は
昨
年
皿
月
議
会
で
債
収

書
添
付
の
義
務
化
を
提
実
し

た
が
、

自
・
民
・
公
が
反
対

し
否
決
さ
れ
て
い
る
。

戸
明

で
自
・
民
・
公
も
改
革
の
必

要
性
は
能
め
た
が
、
精
騎
は

先
送
り
し
た
格
好
だ
。

ま
た
、

交
通
費
な
ど
の
位

口
づ
け
で
、

議
会
出
庸
丁
日

に
１
万
円
が
支
払
わ
れ
る
費

用
弁
慣
に
つ
い
て
、

３
会
派

は
昨
年
３
月

魔
止
に
反
対

に
窪
募

つ
い
て
、
一

男
団
長
は

度
だ
が
、

繋
普

削
減
渠

に
璽
厚期

簑
総
誰
雛
雛
識

銚
鶴
蟻
酪
駕
濠
講
磯

鰯

灘
灘
繊

£
灘

繰
灘
撃
紅

醐。
５
万
円
以
上

頷
収
書

鰯
鰯

▽
親
族
の
層
用
で
は
誤
解
を

招
か
な
い
よ
う
に
留
意
。

軸 ２５８
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市議選立侯補予定者に対する

公開アンケート集計結果

川口 洋一

川崎市議会善員選挙立候補予定者（７６名）

に対 して、 川 崎市の土 地政策 にかかわる問題、

特に無償譲渡した岩手県東和町 （現・花巻市）

と民問に安値売却した静岡県南伊豆の 「２つ

の保養施 設用 地」、 な らぴに 市内全 区に散 在

する 「塩漬 け土 地」 に付いて資料１ のように

公開 ア ンケー トを 行い ま した。 ２月 ２８同 に

発送 し３月 １０同 を締 め切 りと しま した。 還

挙の準備に忙 しい時期で はあり、 記述する内

容 の多 いア ンケ ー トであり ま した が、 ７６名

の 立侯補 予定者 のう ち有効 回答 は１５ で した。

また、 会 派からの一 括回答を避けて、 侯 補

者個人 の考えを引き出 したいために、 誠 実度

分析を行う用意があることをお知らせしたの

ですが、 共産党と神奈川ネ ッ トワーク 運動は

会派の一括回答でありま した。

アンケート用紙に一部不備があり無記名回

答を寄せ られた 侯補者も数人おりま したので、

今回は誠 実度分 析を見送ること にい た しま し

た。 寄せ られた回答は深く考 えられ、 誠実で

責任 を持っ て答 えられた もの ばかりで したの

で、 記名された方およぴ返信封筒からお名前

がわかった方については、 集計緒果 （資料２）

に氏名 を公表させていた だく ことにい たしま

し た。
ご 了 承 く だ さ い。

なお、 共 産党の回 答を １２名、 神奈えｌｌネ ッ

トワーク 運動 の回答 を４名 と数 えると ２９名

か らの回答 数とな り、 回 答率 は３８ ％で した。

『２つの保 養所 施設」 につ いて次 の４つ の

質 間 を し ま し た。

質問１ 当時３箇所の市民保養施設があり

ま した。 その上伊豆半島 の先 端や５３０㎞ も離

れたところに市民保養施設の必要性を認めま

す か
。

答 え イ． 認 め る

ハ． わ か ら な い

口． 認 め な い

質問２ 東和町の土地は無償で、 南伊豆の

土地 は５６００万 円で 民間 に売却 されま した。

これ らの事業は失敗 であったと 考えま すか。

答 え イ． 失 敗 口． 失 敗 で は な い

ハ． わ か ら な い

イ と答えた方への質間 失敗の原因は次の

どれだと思います か。

答 え イ． 計画が杜撰であった

口． 計画した時期が悪かった

ハ． 市の意思決定が遅い

二． そ の 他 （具 体 的 に・： ）

質間 ３ これら の失費の原 因をた だ し、 再

発防止するために必要な方策は何であると考

え ま す か。

答え イ． 百条委員会 の設置

口． 市の内部 監査に任 せる

ハヘ 市民参加による 究明委員会 を設 置す

る

二． そ の他 （具体的に： ）

質間４ こ れらの事 業を企 画立案 し、 実行

に当たった市長以下市磁員の主だった者の責

任を追及する必要 があると 思いま すか。

答 え イ． あ る 口． な い

バ
． わか らない

回答の圧倒的多数がこれらの保養所施設の

必要性 を認めていない ことです。 そ して 回答

者の大 部分が、 これ ら事業は失敗で あっ たと

考えて います。 原因究明 と再発防止 の策 と し

て百条委員会を設置する回答の選択は余り多

く なく、 原因究明 はさ ておいて再発 防止策を

考えていこうと いう回 答者が多く 見受けられ

ま した。 そのこ とと関連 して、 これら事業の
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計画・実行 に当 たった市長及 び市の幹部の貢

任 遺及につ いて も、 責任の追及より 再発防止

のため議会 で考 えていこうという こと のよう

で す。

質間５ 土地開発公杜は今後も必要である

と 考えます か。

答 え イ． 必 要 で あ る 口． 必 要 な い

ハ． わ からない

「市内塩 漬け土 地」 につい ては、 次の５ つ

の質問をいた しま した。

質問１ 有効活用できず塩漬け土地となっ

た原因は どこにあると考えます か。

答え イ． 事業計画が杜撰であった

口． 取得時に議会のチェ ックがない

ハ． そ の 他

質間２ 水江町の土地は市の 「第３次総合

的土地対策 計画書ｊ では、 関係 法令の改正を

踏まえて処分方針を決定することとなってお

り、 具体的 な指針は示されておりま せん。 路

線価により算 定したこの土地の 含み損は、 １９

３億８０００ 万円と 巨額 であ ること が 『平成１

７年度包括外部監査報告春』 に記されていま

す。 この 士地の処理にっいての ご意見を簡潔

にお書きく ださい。

質問３ 塩漬け土地にかかわる事業を企画

立案 し、 実行に当たった 市長以 下市職員の主

だった者の責任を追及する必要があると思い

ま す か
。

答 え イ； あ る 口． な い

ハ． わ か ら な い

質間４ 塩漬け土地を活用していくために

どのよう な方策が考 えられま すか。

答 え イ． 議会に塩 漬け土地活用 の特別

委員会を設置する

口． 市民参加の塩漬 け土 地活用 会議を作

る

ハ． 市の公有地総合 調整会 議にま かせる

二． そ の 他

塩漬けとなった原因としては 「事業計画が

杜摂 である」 と 「取得時に議会の チェック が

な い」 を合わせると 大多数となりま す。 議会

のチヱックなく土地の先行取得できる土地開

発公杜は今後は必要ないと考えている回答者

が大多数 を占めて いま す。 な お、 ２００億円 近

い含み損を抱える川崎区水江町の土地の活用

については回答者の皆様もあまり良い知恵が

浮かばないよ うでした。

最後 に、 ある侯補 者からの回答の欄 外に次

のようなコメ ントが 着いていたのが 印象的 で

した。
「街づく り の間題 で、 本 庁の 関係 者と

話をした折に塩漬け土地には必ずいずれかの

議員 とのからみがある といっていま した。 こ

の部 分のチェックを しない限り、 塩 漬け土地

となるものを買わさ れるξいうこと は続いて

いくと 思いま す。」

なお。 詳しい集計結果はホームページに公

開して ありま すのでご覧く ださい。

疑惑の王樺寺の土地

「市が再取得した土地開発

、公 杜 の 土 地」 の 情 報 公 開

江口 武正

１． 資 い 取 り 碩

川崎側に道路がない ｒ王禅寺」 の土地開発

公杜の疑惑の土地が 昨年の 末の１２月 ２７ 日に

川 崎 市 が 約 １０ 億 円 （正 確 に は １，００１，８２５，３５

６円） を支 出 し買い取っ た。 譲渡日は平成１９

年 １ 月 ３１ 日 と な っ て い る。
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取得原 価は約 ６億 １９８０ 万円 の 土地代 を筆頭

に樹 木伐採 ２４１ 万円、 等 の合計 で６ 億２２８０

万 円 で あ る。 ま た、 利 息 が ３ 億 ７３００ 万 円 で

あり、 事務費が６２５万円の大盤振る舞いとなっ

て い る
。

土 地代と 取得価 格の 差、 約 ３億８０００ 万円

は全くの税 金の無駄遣い になる。 当初の取得

理由が代替 土地であり、 そ の観 点で考えると

今回の取得費１０億円そのものが無駄遣いと

言えなく もない。

２． 用途度１＝，望由

今回の情報公開において一番の間題は取得

目的 が変更されているの にその理由書の 類が

全く 無い点である。 市側 の説明は 「総合 土地

対策計画書」 に変更が記載されておりその計

画は確定と考え られるので、 その計画 をただ

実施 しただけで特別 なきっかけはいらないと

の説明 である。

だが計画書で王禅寺の土地は

１） ｒ土地開発公杜の経営の健全化に関す

る計画書」 平成 １２ 年９月 で は 「緑 地保

全地 区に用 途変更 し、 市が再 取得」 処分

年度平成１７、 事業予定年度平成２３まで

２） 「第２次総合的土地対策計画書」 平成

１６年 ２月 作成 で は 「緑地 と して 市 が再

取得」 処分年度平成１７

３） 「第３次総合的土地対策計画書」 平成

１８年 ２月 で は 「緑地 保全 地区 に用 途変

更 し、 市が再取得」 処分 平成 １８

とそれぞれ記載されて いる。

第 ２次 計画 において １７ 年に 再取得が 明記

されて いたにもかかわ らず、 その 際は取得せ

ず、 １８ 年は 計画 通り 実施 して いる。 こ の点

から考えても再取得においては何らかの命令

がなければ実施できないものと容易に推察さ

れる。 不明瞭な手続きと言 わざるを得な い。

計画書作成時での目的変更についての検討内

容を新たに情報公開請求した。

３． 予 算

予算は一般会計の環境費の中の 「特別緑地

保全地区等用地取得事業費」（単独事業） で

川 崎市が約８億 ３６００万円、
ｒ特別 緑地保全 地

区等用地取得事業費」 （補助事業） で約１億

６６００ 万 円を 計上 して いる。 こ れは 憾 全化 対

策で国 からの補助 が出て いる ことを示 して い

るが、 割合 としては大きな ものでない。 実際

は川 崎市 債を発 行 して対処 して いる のだが、

目的別に行っ ていないた め一 般会計の中 に埋

没し、 土地開発公杜の厄介なお荷物が忽然と

消えて しまう魔法の手 法である。

４、 議 会 の 閨 与

この 王禅 寺の土地の買 取り に関 して は議会

で の承認を必 要と考 えていた が、８ 億円 以上

かつ１ 万㎡以上でない と議会にか ける 必要は

ないそうである。 私は土地開発公杜が購入す

るとき は議会が無関係と 考えていたが、 川 崎

市が再取得する時も議員には無関係に事が進

めれて いるのだ。 市長 が抗議文まで出 して土

地の有効性を主張した懸案の土地を買い上げ

るのに議員には相談も説明もしないですませ

る行政の仕 組み に唖然と して しまった。

５． そ の 他

古沢の土地、 黒川の 土地について も再取得

さ れておりその情報公 歯請求を行っ た。 や

はり、 他市との境界 に存在する 土地 であり貝

的を変えて、 今 の状況を残すよ うであり問題

があるが別の機会に したい。
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１８川 財 庶第 ６１ ９ 号

平 成 １ ９ 年 ２ 月 ２ ０ 目

かわさき 市民 オ ンブズマ ン

代表幹事 篠 原 義 仁

同 江 口 武 正

同 清 水 芳 治

享務局 長 川 口 洋 一

様

様

様

様

川崎市長 阿部孝 羅

損失 補償間 題の 是正 を求 める申 し入 れに 対する 回答 に？ いて

（回 答）

平 成１ ９年 ２月 ６日 付け で申 し入れ の ありま した損失 補償 間題 の 是正 を求 め

る申 し入 れに つきま して、 別 紙の とおり 回答 いた します。

なお、 当該 回 答に対 する 問 い合 わせ につき ま して は、 次 のと おり お願 い いた

し ま す
。

申入 れ第 １ 財政 局財 政部 財政課

申入れ第２ 財政局管財部土地審査課

（財政局財政部庶務課担当）
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別 紙

申入 れ第 １

川 崎市 と してＫ ＣＴ 住民 訴訟 で違 法と して 断罪 された、 土地開 発公 杜 を除く、

第 三セク タ ーの 損 失補 償契約 （協定） を 直ち に解 消する ごと 及 び今 後は 同 種の

損 失補 償契約 を締結 しないこ と

回 答

今後 と も事 業の公 共 性な どを 考慮 し、 適 切に 対応 してま いり ます。

申 入れ第 ２

法律 上の 根 拠は ある もの の、 その 実態 が前 述 したとお り危 機 的状 況 を 呈 して

い る 土地開 発公 杜 の保 証契約 に ついて、 その 抜本 的解決 策 をた だち に策 定す る

こ と

回 答

平 成１ ８ 年６月 に 総務 省に 認め られ た 土地開発 公 社の 経営 の健 全 化に 関 する

計画 に 基づき、 土地 開発 公杜 保有 土地 の簿 価総 額 の着実 な軽 減 を図 って ま いり

ま す
。

編 集 部 の コメ ン ト

上に掲げてあるのが私たちの申 入れに対する市の回答の ようで寺。
申 入 書 は ホ ー ム ペ ー ジ に あ り ま す か ら ご覧 く だ さ い。 私 た ち の 質 間

一

に 触れ合わな いように作 文 していて 回答の格好 を している 姿が 良く

分かる文章 です。 納得 でき ないの で私たちは３月 ７日改 めて中入 れ

しま した が ３月 ３ユ 日 現 在
、 市 か らの 音 沙 汰 は あ り ま せ ん

。
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トルコ組行 そ の８

シデ（スィ デ）からコンヤヘ
（９日目）

望月 文雄

シデ

ア ンタ ル ヤか らシデ に来た のは、 コ ンヤ、

カ ッパ ドキアヘ行く 方面の主要な遺跡 の町で、

近く にシルクロー ドの隊商宿が存在す るとい

う理由 からだ。

禁止。 ガイ ドはここの市民の 二重人 格をユー

モラス に語 る。 「でも 市民 は夜に なると 自家

用車で郊外に出て、 缶 ビールを飲むんですよ。

夜通 しね。 翌 朝すま して帰宅す るんだ」 と。

彼も割礼 をうけているイ スラ ム教徒だが、 最

近は ジャミィに行くこと は殆ど無いと言う。

コ ンヤ

コンヤという町の歴史は非常に古いようだ。

紀元 前６８００ 年頃 は近隣の チャタ ル・ ホユク

で 生活 共同 体の存 在 が、 ４０００ 年 前の はヒ ッ

タイ ト人はこの町をクワ ンナと呼ぴ、 フ ルギ

ア 人 は コ ワ ニ ア、 ロ ー マ 人 は イ コ ニ オ ム と
、

トルコ人 はコ ンヤと 呼ん でいる。 （前出ロ ン

リー プラネ ッ トより） イ コニオムという名 前

がコ ンヤの旧名 であると知 れば、 もっと 自分

に合った場所 を探せ たのかも釦 れない。

シデの歴史も かなり 古く、 紀元前６００ 年頃

はアイ オリス人 く古代ギリ シャ 人） の植民地

で
、

ア レ キ サ ン ダ ー 大 王 に 制 覇 さ れ
、

後、 ク

レオパ トラとマルクス ・ア ントニ ウス が密 会

場所として選んだという言い伝えが残る風光

明媚な町だ。

シデに来て驚いたのは古代の遣跡の真ん中

を大きな現 代道 路が貫いていること だった。

道ぱたに遣跡 がゴロ ゴロ している、 ア スファ

ルト舗装の道路を大型トラックや自家用車が

トルコ流儀 の猛ス ピー ドで突っ 走る。 道路を

横断して反対側の遺跡を見にいくことなぞと

ても出来な い。 歩道も遣跡のな かに造られて

いるという 感じだ。 日干 し燦 瓦の側 壁や大理

石の 支柱が 立っていたり、 転 がされたり して

いる。 道 の北側 には地中海が迫 っていて、 青

い海 が見え隠れ している。 ふ と、 文明てなん

だろうな どと 思っ たり して しま う。

パス 移動 ３時問 半、 私たちはコンヤに到着。

コンヤという街は宗 教色 の強い街で、 飲酒 は

新約 聖書に記載されて いるイ コニ オム とい

う 地 名 は
、

使 徒 行 伝 １３ 章 ５１ 甑 １４ 章 １・１９・

２１ 節、 １６ 章 ２ 節、 テ モ テ ヘ の 第 二 の 手 紙 ３

章 １１節 だ。 象徴的 な箇 所と して初 出ｇ節 を

引 用 し よ う。．
「ふ た り は

、 催 ら に 向 け て 足 の

ち り を 払 い 落 と し て、 イ コ ニ オ ム ヘ 行 っ た」。

この 記事は ピシデヤのア ンテ オケ （アンテ ィ

オ キ ア ・ イ ン ・ ピ シ デ ィ ア は 現 在 ヤ ル ヴ ァ チ ュ

といい人口３万人強） での迫害を避けた記事

だ
。

ピ シ デ ヤ の ア ン テ オ ケ
、

イ コ ニ オ ム と そ

の周辺でのパウロとバルナバの活動は使徒行

伝１３～１４章に詳 しく記述さ れて いる。

コンヤで最初に案内 されたのは、 メ ヴラー

ナ博物館 （イスラム神秘主義＝旋舞教団の一

派であるメ ヴィレヴィ∵教団の創始者メ ヴラー

ナ ・ ジ ェ ラ ー ル ッ デ ィ ン ・ ル ー ミ ー の 霊 廟 だ っ

た）。 博物館 内に 入るの も気 が引け るよ うな

人出。 勿論土足 厳禁の霊地だ。 廟内 は入口を

含め幾つかに 区分され ていて、 中心 は彼と息

子スルタ ン・ ヴェレ ドの石棺 で、 大き なター

バンが巻 かれている。 メ ヴラーナの 遣品 （衣
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メ ヴィ ラ ー ナ 博 物 館 の 庭 に 置 か れ た 有名 人 の 墓 標

類 ・楽器・礼拝用 絨毯な ど） や幾種 類もの豪

華な装 飾のコーラ ンの 陳列室、 衣装、 使っ て

いた絨毯や装飾用のものなどが区分けて陳列

されて いる。 どの 区分 も満員で、 ガイ ドする

人も大勢。 注意 を怠ると、 自分の グループが

分らなく なる。 人いきれも強い。

廟 の後ろ、 北側 は有名 人の墓標が 列をなし

ている。 その西 側は別 棟で、 地域 の歴史性の

ある 特産物の陳列 室だ。 修行僧の 生活を表 し

た人形は記憶に残っ ていない。 その 後、 案内

されたカラタイ 博物館 （カラタイ神 学校） だ

が、 記 憶 が 消 え て しま っ て い る。 そ の 晩、 ホ

テルの近く にあるデパー トに接続しているスー

パーマーケ ットにカメ ラを持って 入場 し、 店

内をスナ ップし始めたら、 店員 に止 められた。
「店内は撮 影禁止 です」 と。 陳列 方法 な どの

スパイ 行為と見なされたの だろうか。

役得の余生

望月 文雄

平成１８ 年度包 括外部 監査報 告書 による川

崎 地 下街の 結論 部分 は、
ｒ５年 闘 で計 算上の

支 払利息 ４７６百 万円のほ か、 税金 の支 払額１

９４ 百 万円、 合計 ６７０ 百万円 の経 済的負 担 を

行って いる のは、 川 崎市民の 立場に立つと不

合理 は経済的行為 であると考える。

多少なり とも利 息を付す なり、 あるい は平

成１８年３月 ３１日 現在川崎市か らの融資金４，

２４８百万 円を上回 る５，１０３ 百万円 の有価 証券

を保 有 しているので、 一定の金額の 繰上げ返

済 （償還） を促すべき ものと 考える。 しか し、

実際 のとこ ろ神奈川 県からの 無利思 融資１，４

４３ 百万閂 （平成１８ 年３月 ３１日 現在 ・川 崎

市からの融資金４，２４８百万円 に含まれている）

を受 けていることや、 無利 息融資が 民間金融

機関等への外部信用補完の役割を果たしてい

るこ ともあって、 単 純に有利思融資 に切り替

えること はでき な いとい うこと で ある。」 と

歯切 れの悪 い状況 を呈 しています。

わ た し は、
異 な っ た 面 か ら

、
メ ス を い れ て

み ます。 川 崎 市出資 法人 の現 況の 平成１１年

度以降の社長・会長の記事を調べてみました。

平成１１年度 代表取締役杜長

深瀬幹男 （助役）

平成１２年度 代表取締役杜長

深瀬幹男 （助役）

平成１３年度 代表取締役杜長

深瀬幹男 （助役）

平成１４年度 代表取締役杜長

深瀬幹男

平成１５年度 代表取締役杜長

深瀬幹男

平成１６年度 代表取締役杜長

深瀬幹男 （元助役）

平成１７年度 代表取締役杜長

＊深瀬幹男 （元助役）

平成１８年度 代表取締役杜長

＊東山芳孝 （元副市長）

平成１８年度 敢繍役会長

＊深瀬幹男 （元助役）

このリス トで異常な点の １つは常勤の印 で

あ る＊が 平成１６年 度ま でな いとい うこと で

す。 現役の助 役時代で した ら、 ＊を付す こと
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は出来 ないで しょう。 助役 の仕事が優先さ れ

ま すか ら。 それ が 平成１７ 年度 か ら付され は

じめま した。 何故で しょ うか。 オ ンブズマ ン

の監視 の１ヨを意識 し始めたということ でしょ

う か。

異常な点２は株式会 繊沮織ではない出資法

人へ の天下りには厳 しい制 限が行わ れ、 年収

制 限 （年収 ５００万 円以 下）、 勤続制 限 （２ 年

ま で） という制 約がありますが、 川崎市 の出

資を受けていても株式会杜であればその制限

をうけません
：．

デらにこ 那 瀬 醐 幟２③⑧３

年容に騎三等瑚室貫を授与されました。

川 崎 地 下街 め 前名 「川崎＝開 発 奥業」 （株）

が昭和３３年９月 に束口広扮の地下専用許可

申請 をおこな いま した亭…、 その時の市長 は金

刺不 二太郎 で、 深額 幹男 は市騎５年位 で しょ

う司
植まれな偉得余生を得た元地方公務員と

レ杉 べ壱 でレよ 弧 一．

かわさ吉市民オンプブマン繍会Ｏ）こ案内

第１１回総会ε下記Ｏ）要領こ行いきぢ

日崎 ２００７年５同１２日 （士） 午後１崎３０分馬舎 （肩標１崎）

端 所 大 山 街 達 ふ る 寸 こ 園 （高 津 区溝 口 ３ － １３ － ３ ８８１４ － ０２５０）

園冒り記 ＪＲ南武線 「武百購ノロ㎜」７分

藁念田■部而編 「購Ｏ）口駅」 から籠歩７分

寅急田■部而線 ｒ目淳駅」 から徒歩５分

埼別報告
政務識竈真后さん５φん９ぎ０）元苧 （仮題）

ビデオ上映６現地からＯ潮 告 日川区冒オンフブマンＯ）会

フ０ア万ら 川崎而Ｏ）取務種１産■条例についζ

鵜 会

活㎜黎告

漢真・予真１１鳴

活』万針実棚討

新年産役８運出等 当日記付ぢる真料ｎε績さきぢ

連絡先 川崎合同法律事務所 畜２１１ － ０１２１
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線集後記

０３月 ２０ 日に告 示された 県知事に続き ３０日

には県会、 市町村議会の 議員 の選挙告示。 こ

の号は選挙戦た けなわの４月 ２ 日に発 行 しま

す。 本誌には投票の参考資料がぎっしり詰まっ

ていると 恵いま すが、 皆 さん如 何で しょ うか。

今の衆議院を見ても分かるように規範意識な

ぞ どこ吹く 風と言わん ばかり の大臣が国 民に

規範意識 を説く ような漫 画がま かりとおるの

も国 民が 選んだ議員の数 の結 果ですか ら、 選

挙 は大事です。

○川崎では有権者に市議会議員の立侯補予定

者の 皆さんの政見を知っ てもらうため に各区

で候補 者と語る会が開 かれま したが、 有権者

の参加 はいま一 っでした。 それだけに選挙結

果が心配です。

○市長 への申 入れとその回答、 ホームペー ジ

を見て いた だければい いのですが、 余り にも

無残な回答 なので、 取り上 げま した。 こん な

ことが あると 多く の市 民に知っ てち らう には

どう した らいいので しょう か。

０５月 １２日 は かわさ き 市民 オン ブ ズマ ンの

第１１回 総会 です。 テ レ朝 で取 り上 げ られ政

務調査費に全国民の関心を惹きつけた品川区

民オ ンブズマ ンの会代表 に政 務調査費 が どん

な風 に使われていた かを詳しく 報告 して もら

います。 今回の総会 はこれを聞くだ けでも参

加する 価値があります。 普段は会費 で支えて

下さっ ている会員の皆 さん、 騙され たと思っ

て ご参加く ださい。 （清水）

会計報告 ２００６ 年 ４ 月 １ 目 ～２００７ 年 ３ 月 ３１ 日

一 般 会 計
’

肌 ｛ μ一

収 入 （円） 支 出 （円）
前 期 操 越 ７６８，１８８ 会 報 発 行 費 ９８ ７１４

会 費 ４１７，０００ コ ヒ ー 代 ２０
，１６８

資 料 販 売 ８４００ 情 報 公 開 請 求 １１３２０

寄 付 金 ４６，０００ 会 場 費 ３００００

利 息 ７０ 訴 訟 経 費 ． ２ ５５０

合 同 法 律 預り 金 清 算 ３２９５２６ 旅 費 交 通 費 ２４５１００

事 務 用 晶 費 ７３３

通 信 費 １０ ５００

備 品 消 耗 品 費 ５０，０００

図 書 費 ０

全 国 会 費 １００００

請師 料 ０

Ｈ Ｐ 管 理 費 ５，０００

雑 費 １，９２０

市民 の つ と い 援 助 金 ２９９１９

収 入 合 計 １．５６９１８４ 支 出 合 計 ５工５ ９２４

残 高 １．０５３２６０

訴 訟 積 立 金 ２ ０００，０００
共１＝Ｉロー一 銚 △ 亡 作 か レ 唄 映 舶 １ 去 腕 （ ｛ 川 Ａ 。^１一 咄 Ａ 向 阯 ＾ 讐 曲 士 人曇１Ｉ 一 八 ふ Ｌ＊ 以 前、 談 合 事 件 な どで 勝 訴 し た 際 の カ ン パ 金 が 州 崎 合 同 法律 事務 所 会 計 に 入 金 さ れ

て お り
・

そ こ か ら 訴 訟 資 料 の コ ピ ー 代 等 を 支 出 し て い ま し た。 こ の 度、 こ れ を 本 オ

ン ブ ズ マ ン 会 計 に ’ 本 化 す る こ と に し て 清 算 を し た と こ ろ
、 預 り 金 ３２９，５２６ 円 が 戻

っ て き ま し た。

＊ 昨 年 １０月 ２８ 日 に、 特に 塩 債 け 土 地 悶 題 に つ い て ｒこ ん な 税 金 の ム ダ 遣 い、 許 せ ま

す か リ１崎 市 民の つ ど い」 を 行 い ま した。 こ の つ ど い に 対 して、 援 助 金 ２孔９１９ 円

を 支 出 し ま し た。



月 例 会 訟 ・ 学 習 会 い ず 水 も ど な た で も

ご 参 加 い た だ け ま す．

４ 月 ２ 日 （月） 会 報 第 ５ ８ 号 印 刷 ・ 発 送 １３：３０

４ 月 １ ７ 目 （火） 第 １ ２ 回 拡 大 幹 事 会 １８：３０

５月 ６ 目 （日） こ の週 総 会 用 「資 料 集」 な ど作 成

５月 ８ 日 （火） １ ０． ２ ８ つ どい 実 行 委 員 会 １８：３０

５月 １ ２ 目 （土） 第 １ １ 回 総 会 １３：３０

５月 ２ ５ 胃 （金） 会 報 第 ５ ９ 号 原 稿 〆 切 日

６月 １ 目 （金） 会 報 第 ５ ９ 号 印 刷 ・ 発 送 １３：３０

中原 区役所

中原市民館

ふる さと館

ふる さと館

中原 区役所予定

第Ｈ回総剣ま
大口』』衡遣ふるさと館で

５月て２圓牛後１酵３０分から

闘催します
皆さん、 ご参加下さい

発行 かわさき市 財 ンブズマン
所在 地 郵 使 書 号２１０－８５４４

川 崎 市川 饒 区 砂 子 １ 丁 日 １ ０ 香 地 ２

ソシオ砂子 ビル８０ ２ 川 崎合同法律害務所内

，■１冒舌 ０４４－２１１－０１２１ ＦＡＸ ０４４－２１１－０１２３

振 替 ００２７０－３－８５６２９
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